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(57)【要約】
【課題】施工コストが低く、構造的な強度が十分な道路
構造体を提供する。
【解決手段】基部１０に対して突出部を有するように打
ち込まれた複数の杭１２と、突出部の下部において、杭
１２に跨がって固定された下部プレキャスト版１４ｂと
、突出部の上部において、杭１２に跨がって固定された
上部プレキャスト版１４ａと、を備え、上部プレキャス
ト版１４ａと下部プレキャスト版１４ｂとの間に空間が
設けられた道路構造体１００とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基部に対して突出部を有するように打ち込まれた複数の杭と、
　前記突出部の下部において、前記杭同士に跨がって固定された下部プレキャスト版と、
　前記突出部の上部において、前記杭同士に跨がって固定された上部プレキャスト版と、
　を備え、
　前記上部プレキャスト版と前記下部プレキャスト版との間に空間が設けられた道路構造
体。
【請求項２】
　請求項１に記載の道路構造体であって、
　前記下部プレキャスト版は、前記基部の表面直上に設置されていることを特徴とする道
路構造体。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の道路構造体であって、
　前記下部プレキャスト版と前記基部との間に注入固化剤が充填されていることを特徴と
する道路構造体。
【請求項４】
　地盤に複数の杭を打ち込む第１工程と、
　前記杭の突出部の下部において前記杭同士に跨がって下部プレキャスト版を固定する第
２工程と、
　前記下部プレキャスト版との間に空間が設けられるように、前記突出部の上部において
前記杭同士に跨がって上部プレキャスト版を固定する第３工程と、
を備えることを特徴とする道路構造体の製造方法。
【請求項５】
　地盤に複数の杭を打ち込む第１工程と、
　前記杭の上部において前記杭同士に跨がって上部プレキャスト版を固定する第２工程と
、
　前記上部プレキャスト版との間に空間が設けられるように、前記杭の突出部の下部にお
いて前記杭同士に跨がって下部プレキャスト版を固定する第３工程と、
を備えることを特徴とする道路構造体の製造方法。
【請求項６】
　請求項４又は５に記載の道路構造体の製造方法であって、
　前記杭に対して径方向に張り出したフランジに前記下部プレキャスト版を固定すること
で、前記杭と前記下部プレキャスト版とを結合することを特徴とする道路構造体の製造方
法。
【請求項７】
　請求項４～６のいずれか１項に記載の道路構造体の製造方法であって、
　前記基部の表面直上に前記下部プレキャスト版を配置することを特徴とする道路構造体
の製造方法。
【請求項８】
　請求項４～７のいずれか１項に記載の道路構造体の製造方法であって、
　前記下部プレキャスト版と前記基部との間に注入固化剤を充填する第５工程を備えるこ
とを特徴とする道路構造体の製造方法。
 
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、道路構造体及び道路構造体の製造方法に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　地盤に壁体を設け、壁体の上部の躯体頭部に桁を架設すると共に、桁の下方に所定の間
隔を置いて耐圧版を設置したアンダーパスの施工方法が開示されている（特許文献１）。
また、地上に沿って板状の基礎躯体を配置し、基礎躯体に複数の脚部を設置し、脚部の上
端に車両の通行が可能な橋梁を設置した橋梁の施工方法が開示されている（特許文献２）
。また、既存の交通路上に支柱を設置し、支柱の頂部に頂版を取り付けて橋体を構築する
方法が開示されている（特許文献３）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－３０８９９５号公報
【特許文献２】特開２００４－７６３６８号公報
【特許文献３】特開２００４－３１６２９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、地盤に壁体や支柱を設ける構成では、杭よりも大きな壁体や支柱を施工する
必要があり、施工期間が長くなると共に施工コストも高い。また、地上に橋梁を設置する
構成では、地下の空間を有効活用することができない。したがって、施工コストが低く、
構造的な強度が十分な道路構造体を提供できる技術が望まれている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の１つの態様は、基部に対して突出部を有するように打ち込まれた複数の杭と、
前記突出部の下部において、前記杭同士に跨がって固定された下部プレキャスト版と、前
記突出部の上部において、前記杭同士に跨がって固定された上部プレキャスト版と、を備
え、前記上部プレキャスト版と前記下部プレキャスト版との間に空間が設けられた道路構
造体である。
【０００６】
　ここで、前記下部プレキャスト版は、前記基部の表面直上に設置されていることが好適
である。
【０００７】
　また、前記下部プレキャスト版と前記基部との間に注入固化剤が充填されていることが
好適である。
【０００８】
　本発明の別の態様は、地盤に複数の杭を打ち込む第１工程と、前記杭の突出部の下部に
おいて前記杭同士に跨がって下部プレキャスト版を固定する第２工程と、前記下部プレキ
ャスト版との間に空間が設けられるように、前記突出部の上部において前記杭同士に跨が
って上部プレキャスト版を固定する第３工程と、を備えることを特徴とする道路構造体の
製造方法である。
【０００９】
　本発明の別の態様は、地盤に複数の杭を打ち込む第１工程と、前記杭の上部において前
記杭同士に跨がって上部プレキャスト版を固定する第２工程と、前記上部プレキャスト版
との間に空間が設けられるように、前記杭の突出部の下部において前記杭同士に跨がって
下部プレキャスト版を固定する第４工程と、を備えることを特徴とする道路構造体の製造
方法である。
【００１０】
　ここで、前記杭に対して径方向に張り出したフランジに前記下部プレキャスト版を固定
することで、前記杭と前記下部プレキャスト版とを結合することを特徴とする道路構造体
の製造方法。
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【００１１】
　また、前記第２工程では、前記基部の表面直上に前記下部プレキャスト版を配置するこ
とが好適である。
【００１２】
　また、前記第２工程と前記第３工程との間に前記下部プレキャスト版と前記基部との間
に注入固化剤を充填する第４工程を備えることが好適である。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、施工コストが低く、構造的な強度が十分な道路構造体を提供すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施の形態における道路構造体の構成を示す斜視図である。
【図２】本発明の実施の形態における道路構造体の構成を示す側面図である。
【図３】本発明の実施の形態における道路構造体の施工方法（製造方法）を示す図である
。
【図４】本発明の実施の形態における道路構造体の施工方法（製造方法）を示す図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明の実施の形態における道路構造体１００は、地盤となる地面や床等に打ち込まれ
、基部１０に対して突出した複数の杭１２と、杭１２に固定及び支持されるコンクリート
プレキャスト版１４（上部プレキャスト版１４ａ，下部プレキャスト版１４ｂ）と、によ
って構成される。
【００１６】
　杭１２は、コンクリートプレキャスト版１４を支持するための支柱として利用される。
杭１２は、コンクリートプレキャスト版１４を支持するための機械的な強度を有する金属
やコンクリート等の材料によって構成される。杭１２は、円柱、角柱、円筒等の柱状の形
状とされる。杭１２は、その一部が基部１０に対して突出した突出部を有する状態とされ
る。
【００１７】
　本実施の形態では、地盤に杭１２を打ち込み、その後において地盤を掘削することで杭
１２の一部を基部１０から突出させる。これによって、道路構造体１００を地下空間に配
置して地下空間を利用する構成としている。なお、図１では、説明を明確にするために、
基部１０にハッチングを施し、他の構造が透けて見えるように図示している。
【００１８】
　コンクリートプレキャスト版１４は、現場で組み立て及び設置を行うために工場等であ
らかじめ製造されたコンクリート製の板である。コンクリートプレキャスト版１４は、端
部や内部を鉄骨や鉄筋で補強した構造としてもよい。本実施の形態では、コンクリートプ
レキャスト版１４として、上部プレキャスト版１４ａ及び下部プレキャスト版１４ｂが設
けられる。
【００１９】
　上部プレキャスト版１４ａは、基部１０に打ち込まれた杭１２の突出部の上部に固定さ
れて支持される。上部プレキャスト版１４ａは、道路構造体１００において道路や床等の
インフラとして利用することができる。すなわち、上部プレキャスト版１４ａの表面を道
路面や床面として、当該表面上を車両や人等が行き交うために使用することができる。
【００２０】
　下部プレキャスト版１４ｂは、基部１０に打ち込まれた杭１２の突出部の下部に固定さ
れて支持される。杭１２の間を下部プレキャスト版１４ｂによって繋ぐことによって、上
部プレキャスト版１４ａと下部プレキャスト版１４ｂとによって杭１２を繋ぐボックスカ
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ルバート構造となり、道路構造体１００の構造的強度を高めることができる。
【００２１】
　また、道路構造体１００では、上部プレキャスト版１４ａの底面と下部プレキャスト版
１４ｂの上面との間に空間が形成される。当該空間は、フリーアクセス空間として利用す
ることができる。フリーアクセス空間は、例えば、電線、通信線、上水管、下水管、ガス
管等のインフラ設備の設置空間として利用することができる。また、フリーアクセス空間
は、道路構造体１００の状況を把握するためのセンサ、配線及び制御装置を設置する空間
としても利用することができる。さらに、下部プレキャスト版１４ｂをフリーアクセス空
間の床として使用できるため、フリーアクセス空間における作業が容易となる。
【００２２】
　なお、コンクリートプレキャスト版１４を複数組み合わせてインフラを構成する場合、
隣り合うコンクリートプレキャスト版１４の間にグラウト材を注入して隙間を埋めるよう
にしてもよい。
【００２３】
　また、下部プレキャスト版１４ｂは、図２の側面図に示すように、道路構造体１００の
基礎となる基部１０の表面の直上に設置してもよい。これによって、下部プレキャスト版
１４ｂを基部１０によって直接的に支持することができ、道路構造体１００の構造的強度
を高めることができる。
【００２４】
　さらに、下部プレキャスト版１４ｂの底面が広い面積において基部１０の表面に面接触
することによって、下部プレキャスト版１４ｂと結合されている杭１２が基部１０に沈下
することを防止することができる。特に、上部プレキャスト版１４ａに対する荷重を杭１
２のみならず下部プレキャスト版１４ｂによって受けることができるので、杭１２の沈下
を防ぎ、道路構造体１００の耐荷重性を高めることができる。これによって、杭１２の基
部１０に対する埋め込み長さを少なくすることができる。
【００２５】
　ここで、下部プレキャスト版１４ｂの底面と基部１０の表面との間の隙間に注入固化剤
１６を充填してもよい。注入固化剤は、グラウトやモルタル等とすることができる。この
場合、注入固化剤１６を充填するために下部プレキャスト版１４ｂの表面から裏面に向け
て貫通穴を設けておいてもよい。このように下部プレキャスト版１４ｂの底面と基部１０
の表面との間の隙間を埋めることで、下部プレキャスト版１４ｂを基部１０によってより
強固に支持することができ、道路構造体１００の構造的強度をより高めることができる。
さらに、道路構造体１００の耐荷重性もより高めることができる。
【００２６】
　以下、図３を参照して、道路構造体１００の施工方法（製造方法）を説明する。
【００２７】
　ステップＳ１０では、地盤に杭１２を打ち込む工程が行われる。杭１２は、上部プレキ
ャスト版１４ａ及び下部プレキャスト版１４ｂを固定するために必要な間隔で必要な本数
が打ち込まれる。
【００２８】
　ステップＳ１２では、杭１２の上部に上部プレキャスト版１４ａを固定する工程が行わ
れる。上部プレキャスト版１４ａは、下部プレキャスト版１４ｂとの間に空間が設けられ
るように複数の杭１２に跨がるように固定される。ここで、図２に示すように、複数の杭
１２の上端部にフランジ１２ｂを設けて、当該フランジ１２ｂに上部プレキャスト版１４
ａの端部を固定するようにしてもよい。フランジ１２ｂは、杭１２の高さを調整できる調
整機構を備えるようにしてもよい。
【００２９】
　ステップＳ１４では、上部プレキャスト版１４ａの下の地盤を掘削する工程が行われる
。掘削は、地盤に打ち込まれた杭１２の中間部分まで行われる。これによって、杭１２の
上部側の一部が基部１０から突出した状態となる。
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【００３０】
　ステップＳ１６では、杭１２の突出部の下部に下部プレキャスト版１４ｂを固定する工
程が行われる。ここで、図２に示すように杭１２の突出部の下部に径方向に張り出したフ
ランジ１２ａを設けて、複数の杭１２に跨がるように当該フランジ１２ａに下部プレキャ
スト版１４ｂの端部を固定するようにしてもよい。また、下部プレキャスト版１４ｂは、
道路構造体１００の基礎となる基部１０の表面の直上に配置してもよい。
【００３１】
　ステップＳ１８では、下部プレキャスト版１４ｂの底部と基部１０の表面との間に注入
固化剤１６を充填する工程が行われる。下部プレキャスト版１４ｂに設けられた貫通穴又
は下部プレキャスト版１４ｂと杭１２との隙間等から注入固化剤１６を流し込むことによ
って、下部プレキャスト版１４ｂの底部と基部１０の表面との間に注入固化剤１６を充填
する。
【００３２】
　なお、図４に示すように、ステップＳ１４における地盤の掘削、ステップＳ１６におけ
る杭１２の突出部の下部に対する下部プレキャスト版１４ｂの固定、ステップＳ１２にお
ける杭１２の突出部の上部に対する上部プレキャスト版１４ａの固定の順に施工を行って
もよい。
【００３３】
　以上のように、本実施の形態における道路構造体１００によれば、施工コストが低く、
構造的な強度が十分な道路構造体を提供することができる。特に、下部プレキャスト版１
４ｂを設けることによって、道路構造体１００の構造的強度をより高めることができる。
【符号の説明】
【００３４】
　１０　基部、１２　杭、１２ａ　フランジ、１２ｂ　フランジ、１４　コンクリートプ
レキャスト版、１４ａ　コンクリートプレキャスト版１４（上部プレキャスト版、１４ａ
　上部プレキャスト版、１４ｂ　下部プレキャスト版、１６　注入固化剤、１００　道路
構造体。
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